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本小委員会の今後の進め方
令和５年度
４月：自然共生サイト認定の開始。
７月：OECM検討会において、今後の検討の方向性を議論。
８月：環境大臣から中央環境審議会へ諮問。自然環境部会を開催し、本小委員会の設置を決定。

10月13日：第１回小委員会
本小委員会における検討の目的・背景
関係者からのヒアリング
課題を踏まえた論点

11月27日：第２回小委員会（本日）
答申案について検討

♦パブリックコメントの実施（１か月程度）

１月23日：第３回小委員会（予定）
答申とりまとめ

♦答申
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論点①：国による認定について
論点②：認定対象の範囲や活動のあり方
論点③：活動の継続性、質の担保
論点④：関係する分野・施策との連携
論点⑤：活動を促進するための方策

活動促進に向けた論点（一覧）

★活動促進によるネイチャーポジティブ実現の方策
自然共生サイト等の民間等の活動をさらに促進するため、場所と
紐付いた民間等による自主的な取組を認定する法制度を検討。

＜第１回小委員会の資料から抜粋＞



自然再興、30by30、劣化地再生への貢献
OECMを活用した身近な自然や多様な動植物の生息環境
の保全の推進
民間等の取組への期待（自然共生サイト認定）

損失を抑える施策と向上を図る施策の両方を推進し、ネット
ポジティブを実現。
ネイチャーポジティブに向けて生態系の健全性の回復に繋がる
場所と紐付いた民間等の活動を促進。

民間等が作成する場所に紐付いた活動計画を国が認定
・法制度の面から実行に掛かる課題に対応
・統一的な観点による判定
・国際的な信頼性の確保

（活動の対象範囲）
陸域及び沿岸域において、生物多様性豊かな場所での
活動に加えて、生態系の回復及び創出の活動も対象

（活動計画の作成主体）
民間等が作成
市町村が多様な主体と連携して作成

（活動の内容）
生態系タイプや目標に応じて検討整理。検討整理にあ
たって、農水省及び国交省と連携

活動状況の確認。既存の活動との両立を図り、原則柔軟に
対応可能とした上で、長期間の活動担保のための協定制度
も用意

中間支援組織の重要性

簡便なモニタリング手法の開発・普及

活動の継続性や活動内容の見える化

地方公共団体との連携

国内外への普及啓発・理解増進

保護地域等における行為規制の特例や外来生物防除等の
計画のみなし認定

気候変動、循環経済、Eco-DRR、観光、健康、教育等

国土計画、みどり戦略、森林計画、まちづくりGX等

国民運動的に展開するため活動計画の認定は広くした上で、
保全状況や環境価値を評価

支援証明書やマッチングなど人的・資金的支援の強化

一括認定、効率化が図れる事務体制や事前調整

（１）場所と紐付いた活動計画の国による認定

（２）活動の対象範囲、計画策定主体、活動内容の方向性

（３）活動の継続性及び質の担保への対応策

（４）関係する分野・施策との連携強化

（５）活動を促進するための方策の推進

自然再興の実現に向けた民間等の活動促進につき今後講ずべき必要な措置について（答申（案）概要）

背景

必要な措置

自然共生サイト運用等を踏まえ、場所と紐付いた民間等による取組を促進するため法制度を検討 2023年11月

4
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はじめに
（国際的・国内的な動向）
• 2030年ネイチャーポジティブ（自然再興）（G7 自然協約、昆明・モントリオール生物多様性枠組）

• 我が国の生物多様性は過去50年損失。
• 2023年３月に「生物多様性国家戦略2023-2030」を策定。

• 健全な生態系を確保していくためには場所に紐付いた取組が重要。
• 30by30目標、里地里山や都市の緑地といった身近な自然などをOECMとして設定。

（自然共生サイト）
• 2023年４月から運用開始。「2023年中に100か所以上を認定」という目標を掲げていたと

ころ、2023年10月に合計122か所が認定。ネイチャーポジティブの実現に向けて、多くの
民間等からの関心・期待。

（民間等の活動を促進する意義）
• 昆明・モントリオール生物多様性枠組ターゲット15において情報開示を求めることとされ、

さらに、TNFDの枠組みが2023年９月に公開。
• 様々な場所において、生物多様性の保全に効果的な活動が未来志向的に継続的に実施される

ためには、場所に紐付いた活動計画に着目する視点が必要。

• 活動場所の質の向上や担保にも繋がっていく。
• 国民運動として全国各地で活動が実施されることが、国民にとって身近な自然との接点とな

り、生物多様性について関心・理解を深める入口になることも期待。
• 公的資金のみならず民間資金をネイチャーポジティブなものに振り向ける。
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（１）場所と紐付いた活動計画の国による認定

現状と課題 今後講ずべき必要な措置

• 自然共生サイトは、環境大臣が認定。
• 国際的なOECMの基準との整合を図
りつつ統一的な観点から認定し、
OECMの設定・管理、30by30目標や
ネイチャーポジティブの実現に向けた進
捗を把握することが可能。

• 企業経営において、生物多様性保全
の取組の開示を求める国際的な動き
が近年活発化しており、統一的な基
準で判定する枠組みが重要。

• 国からの認定による価値の向上を申請
理由として挙げた者が多かったことから
も、国が認定することで、活動のアピー
ルに繋がる。

ネイチャーポジティブの実現に向けては、全国各
地でより多くの民間等の活動による生物多様
性の維持、回復又は創出を図ることが重要。

民間等による生物多様性の増進のための活動
をより促進するためには、法制度の面からその
実行に係る課題に対応できるよう、場所と紐付
いた活動計画を国が認定すべき。

統一的な観点による判定や国際的な信頼性
の確保からも、国が認定することが必要。

論点①に対応
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（２） 活動の対象範囲、計画の策定主体及び活動の内容の在るべき方向性

（活動の対象範囲）
• 自然共生サイトは、OECM登録するため、認定時点
で、活動場所が生物多様性の価値基準に合致。

• 「昆明・モントリオール生物多様性枠組」のターゲット２
において「2030年までに劣化した生態系の少なくとも
30％で効果的な再生を行うこと」とされているように、
生態系の回復や質の向上を図ることも同様に必要。

• 自然共生サイトの第１期認定は陸域が大半。

（活動計画の策定主体）
• 生物多様性地域連携促進法は、民間等が単独で
実施する生物多様性保全の活動を促進する制度と
はなっていない。

• 自然共生サイト認定の122か所の活動主体において
は、企業が全体の６割超を占め、審査の過程で専門
家から高い評価を得た例が多数。

• 市町村との連携を伴わないものも含め、企業等が活
動計画の策定主体となる仕組みが必要。

（活動の内容）
• 土地の利用区分や生態系タイプに応じ、必要となる
活動内容は異なる。また、生物多様性の現状や
変遷等を踏まえた目標によっても、必要となる
活動の内容は異なる。

• 現状生物多様性が豊かな場所での活動と、生態
系の回復及び創出を行なう場所での活動では、
異なる観点で考えることが重要。

（活動の対象範囲）
土地の利用区分や生態系の区分を問わず、陸域全体
及び沿岸域を対象とすべき。
現状で生物多様性豊かな場所での活動だけでなく、生
態系の回復及び創出での活動も対象にすべき。
活動を実施する場所の状態が、生物多様性の価値基
準に合致する場合（OECM相当）と現状では合致し
ない場合は、両者の違いが分かるようにする工夫が重
要。

（活動計画の策定主体）
民間等が策定する活動計画。
市町村が多様な主体と連携し策定する活動計画。

（活動の内容）
在るべき活動内容の基準は、活動場所の生態系タイプ
や目標に応じて検討・整理すべき。
検討・整理に当たっては、農林水産省、国土交通省との
連携が必須。
活動計画の策定に当たっては、各種計画等との調和を
図りつつ、申請者や地方公共団体に過度な負担となら
ないよう留意が必要。
過去の経緯や生態系の状況、周辺地域との関係性を
踏まえた視点等も重要。

現状と課題 今後講ずべき必要な措置

論点②に対応
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（３） 活動の継続性及び質の担保への対応策 (1/2)

• 現行の自然共生サイトは５年ごとに更新
する仕組み。

• 認定期間の途中で認定内容の変更や、
認定辞退が可能であり、それに伴う義務
や罰則はない。

• 可能な限り、活動を継続し、保全の質の
担保を図ることが重要で、それを支える体
制・仕組みが必要。

• 一方で、認定が土地利用の制約や土地
所有者等に対する新たな負担に繋がるの
ではないかという指摘。

• 自然共生サイトの申請には、サイトのGIS
データ、各種生物の情報、活動に係る計
画、モニタリング計画が必要。しかしながら、
活動者自らで生物情報の収集や、活動
計画の立案、モニタリング計画の立案等
は負担が大きいという声。

現状と課題 今後講ずべき必要な措置

（制度的措置）
活動状況を確認できる仕組みが望ましい。計画に基づく活動が
実施されておらず、改善の見込みがないと判断される場合は、認
定を取り消しすることも必要。
認定制度は自らの発意に基づき行なう活動を後押しするものであ
り、制度上、活動実施区域への規制等を課すことは想定してい
ない。生物多様性の活動は、農林水産業をはじめとした既存の
生産活動との両立を図るようにすることも必要。認定活動計画の
変更や辞退含めて柔軟に対応することが必要。
また、活動の中には、活動主体と活動を実施する土地所有者等
が異なる場合に、活動主体と土地所有者等が協定等を締結す
る制度により、活動の継続性・安定性を担保。

（中間支援）
行政機関や専門家等による助言・伴走支援が重要。また、各活
動主体による個別の取組を連携させ、生態系ネットワークや人的
なネットワークを通じたノウハウの共有等を進めることが重要である。
これらを有効に実施していくためには、地域連携保全活動支援セ
ンターやNPOなどの中間支援組織が効果的。

（モニタリング）
モニタリングは重要。一方で、継続可能な簡便なモニタリング手
法の開発・普及を推進することが必要。

論点③に対応
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（３）活動の継続性と質の担保への対応策 （2/2)

（活動内容の見える化）
活動の継続性や活動の効果を「見える化」させることも
重要。そのため、国は、認定された民間等による活動
状況を一元的に把握できる機能も具備した、保全活
動の把握から保全活動効果の評価まで一気通貫の取
組を「見える化」できる仕組みが必要。

（地方公共団体との連携）
地方公共団体は、自らが主体となる活動の推進のほ
かにも、管内の企業や団体等の取組を促進するために
も、これら期待される役割に積極的に取り組むことが望
ましい。
なお、生物多様性地域戦略に基づき、多様な取組や
主体と相乗効果を図れる形で活動を促進する観点か
らも重要。

（普及啓発の推進）
地方公共団体や地域住民、消費者や金融関係者な
ど、多様な主体に対して当該制度の認知や理解の向
上を図ることが重要。また、環境教育等とも連携し、活
動への参加等を通じて、当該制度の認知度向上や理
解増進にも繋げることも重要。
国内への普及啓発だけでなく、日本における民間等の
取組が国際的にも評価されるよう、国際的な理解促
進を図ることも重要。

現状と課題 今後講ずべき必要な措置

• 現行の自然共生サイトは５年ごとに更新
する仕組み。

• 認定期間の途中で認定内容の変更や、
認定辞退が可能であり、それに伴う義務
や罰則はない。

• 可能な限り、活動を継続し、保全の質の
担保を図ることが重要で、それを支える体
制・仕組みが必要。

• 一方で、認定が土地利用の制約や土地
所有者等に対する新たな負担に繋がるの
ではないかという指摘。

• 自然共生サイトの申請には、サイトのGIS
データ、各種生物の情報、活動に係る計
画、モニタリング計画が必要。しかしながら、
活動者自らで生物情報の収集や、活動
計画の立案、モニタリング計画の立案等
は負担が大きいという声。

論点③に対応
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（４）関係する分野・施策との連携強化

（生物多様性関連の施策との連携）
• 生物多様性を保全するための既存施策と連
携することで、手続の負担軽減という側面も
含めて保全効果を相乗的に高めることが効
果的。

（気候変動対策、循環経済、ECO-DRR等と
の連携）
• 気候変動対策、循環経済、防災・減災、環
境教育等と結びつけることで、より多くの人々
に取組の重要性が理解され、評価されやす
い。

（国土利用の計画及び施策との連携）
• 身近な自然を含めて場の保全を推進していく
ためには、国土利用の観点で関係が深い計
画及び施策である、国土形成計画及び国土
利用計画、みどりの食料システム戦略や森林
計画制度、グリーンインフラ推進戦略等との
連携や調和が不可欠。

（生物多様性関連施策との連携強化）
活動計画に基づく行為について、行為規制や届出義務の特
例を設けることが効果的。
種の保存法や外来生物法に基づく認定など、関連法令に基
づく複数の認定制度を同時に活用しようとする際の手続面の
負担軽減のため、活動計画の認定をもって、他の制度の認
定を受けたものとみなす特例を設けることも同様に効果的。
民間等の活動に関する法として、生物多様性地域連携促
進法や自然再生推進法が存在。今般検討されている民間
等の活動促進のための制度化に当たっては、これら既存の法
との関係を踏まえることが重要。

（気候変動、循環経済、Eco-DRR等との連携強化）
生物多様性保全の取組と、気候変動や循環経済等の取組
とを連携することが効果的。
生物多様性の保全を通じて発揮される多様な機能との連携
も重要（Eco-DRR、自然体験、観光、健康、環境教育、
ビジネス等）

（国土利用の計画及び施策との連携強化）
生物多様性に関連する国土利用の計画及び施策（国土
形成計画及び国土利用計画、みどりの食料システム戦略や
森林計画制度、沿岸漁場管理制度、グリーンインフラ推進
戦略、まちづくりGXなど）との連携や調和を強化すべき。
国土交通省が検討中の制度や、既存の民間認証制度と連
携することにより、制度間の効果的・効率的な運用を進める
べき。

現状と課題 今後講ずべき必要な措置

論点④に対応
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（５）活動を促進するための方策の推進 （1/2）

（活動の評価）
• 国民運動的に全国で広げていくことが重要であり
るが、長年継続的に取り組んできた優れた活動
が埋没してしまうことも避ける必要。

• 活動により実現されている生物多様性の豊かさ
や環境価値についても注目することで、認定され
た活動の中での差異が分かるようにすることも重
要。

（活動の評価）
国民運動的に全国各地で展開されること等からも、活動
計画の認定自体は広く行うべき。
その上で、多くの活動の中でも、優れた活動がしっかりと
クローズアップされるためには、生物多様性保全の状況に
ついて、客観的な評価を実施することが効果的。その際に
は、TNFDを踏まえて、企業が活用しやすいような仕組み
が重要。
評価対象については、生物多様性の状況に加えて、それ
に付随する環境価値も確認できるよう、今後、検討してい
くことが望まれる。
評価の尺度については、活動による効果（アウトカム）を
定量的に評価することが望ましいが、定量的に測定するこ
とが技術的に難しい場合も多いため、定性的な手法による
評価や測定可能なインプット情報での評価を行なうことも
考えられる。
客観的な評価を実施する場合には、評価に要する費用に
ついては、申請者が負担する仕組みも検討が必要。

現状と課題 今後講ずべき必要な措置

論点⑤に対応
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（５）活動を促進するための方策の推進 （2/2）

（人的・資金的支援の強化）
活動の質の維持・向上のために必要な支援を行なったこ
とを証明できる制度を検討すべき。
申請者等と専門家等を仲介するマッチング制度を検討す
べき。
「30by30に係る経済的インセンティブ等検討会」において、
本答申に係る法制度の施行も見据えた検討を行うことが
望まれる。
企業版ふるさと納税の活用や、関係省庁や地方公共団
体の公的資金も活用できるよう連携を強化すべき。
制度化と合わせ、活動主体の取組に対する支援措置の
在り方の検討を進めることが重要。

（手続）
申請から認定までの速やかな手続、事務作業を長期安
定的に実施し、そのノウハウが蓄積されるような体制構築
を検討すべき。
審査事務については、既存制度の活用をはじめ、事務の
効率化が図れる認定体制を検討すべき。
申請や審査の効率化の観点から、手続は一括で可能と
する仕組みにすべき。
活動主体と活動を実施する土地の所有者が異なる場合
や、公物の管理区域と重複している場合は、申請前に各
土地所有者・公物の管理者と調整をすることが重要。

現状と課題 今後講ずべき必要な措置

（人的・資金的支援）
• 持続的な資金の確保や、人口減少等による担
い手の不足など体制の確保に課題。

• 活動への直接支援のみならず、外部の企業等か
ら経済的及び人的な支援を得られる仕組みが
重要。

（手続）
• 自然共生サイトは、生物多様性の保全に貢献
しているかを場所ごとに審査。

• 同一の主体が地理的に離れている複数か所で
活動を実施している場合の手続の在り方につい
て検討することが必要。また、地理的に同一の生
態系が広がる範囲において、複数の主体が個々
に活動を実施している場合においても、同様に申
請や審査の効率化の観点からの手続の在り方に
ついて検討することが必要。

論点⑤に対応


